
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 交付決定・概算払  交付決定された対象者について、補助金交付決定通知書を送付します。 

          必要に応じて補助金の概算払いを行います。       

 

 変更・中止  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交付確定   報告会の結果、交付確定された対象者について、補助金交付確定通知書を 

送付します。 

 

    

 

 

 補助金交付   補助金を指定口座に振り込みます。 

 

申請  

補助金交付申請の流れ 

交付申請書の提出（様式第１号） 

【添付書類】 

①箕輪町観光商品開発等支援事業補助金事業計画書（様式第２号） 

②収支予算書（様式第３号） 

③町税等完納証明書 

④その他町長が必要と認めるもの 

 

審査会  
有識者等による審査会において、審査内容のプレゼンテーション及び

質疑応答、委員による採点を行います。 

 

実績報告  
実績報告書の提出（様式第５号） 

【添付書類】 

①箕輪町観光商品開発等支援事業補助金事業報告書（様式第６号） 

②領収書等支払を証明する書類の写し 

③事業別経費内訳書 

④事業実施の成果物の写真等 

⑤その他町長が必要と認めるもの 

 

変更・中止申請書（様式第４号）の提出が必要です。 

報告会  
有識者等による報告会において、事業の成果を報告していただきます。 

補助金請求  
補助金請求書の提出（様式第７号） 


